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＜Ｂ２＞知財翻訳実務把握講座（専門家講義） 

 

＜表紙＞ 

『この講座は、主に、特許和英翻訳に初めてチャレンジする人（文系・理系の

いずれも）を対象とする講座です。 和英翻訳に最低限必要な、日本および外国

（主に、欧米）の特許制度に関する基礎知識を学びます。 

 対象者：翻訳のための「特許の基本知識」を学びたい方 

 講座の内容：前半＝的確な特許英訳をするために「最低限必要」な、日本お

よび外国特許の知識を「ポイント解説」します。』 

 

＜本講座（前半）テキスト抜粋＞ 

１．「翻訳」の側面から見た「特許出願」の種類 

（１．１）内内（内国）出願 

 ①日本人（法人／個人）による、ＪＰＯ（日本国特許庁）への出願を言いま

す。 

 ②基本的に、翻訳は不要です。 

 ③ただし、例外的に、（例えば、外国文献をＪＰＯに提出するために）英文

和訳が必要となる場合があります。 

 

（１．２）内外出願（いわゆる「外国出願」） 

 ①日本人（法人／個人）による、外国特許庁への出願を言います。 

 ②ここに、外国特許庁には、ＵＳＰＴＯ（米国特許商標庁）、ＥＰＯ（欧州

特許庁）、ＣＮ（中国）、ＫＲ（韓国）、ＴＷ（台湾）等があります。 

 ③基本的に、和英翻訳が必要です。 

 ④ＣＮ、ＫＲ、ＴＷは、通常、和文明細書でも出願できます（現地で、和文

→現地語への翻訳をします）。 

 ⑤なお、ＴＷは、後述する「パリ条約」やＰＣＴ（特許協力条約）の加盟国

では無いため、他の国とは「別ルート」で出願する必要があります。 

 

（１．３）外内出願 

 ①外国人（法人／個人）による、ＪＰＯ（日本国特許庁）への出願を言いま

す。 

 ②基本的に、英和翻訳が必要です。 

 ③まれに、ドイツ語やフランス語からの出願もありますが、通常は、現地か

ら「英訳」が送られて来ます。 
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２．日本の特許制度の概要 

（２．１）特許出願の意義 

 ①日本国で特許権を取得するためには、ＪＰＯに所定の書類により、「特許

出願」を行う必要があります。 

 ②この「所定の書類」には、以下のものが主として必要です。 

 （ｉ）願書（発明者の名前・住所、出願人の名称・住所等のいわゆる書式的

事項を記載します） 

 （ｉｉ）特許請求の範囲（通常「クレーム」と称されます；特許権としての

保護を請求する「範囲」を記載する重要な文書です） 

 （ｉｉｉ）明細書（出願の対象たる「発明」を詳細に記述するための重要な

文書です） 

 （ｉｖ）図面（電気・機械分野では、通常は必要です；これに対して、化学

分野では必ずしも必要ではありません） 

 （ｖ）要約書（第三者がサーチする際に必要とされる情報＝発明の要約を簡

潔に記載します） 

 

３．特許出願が「特許」されるための要件 

（３．１）この「特許要件」には種々のものがあります（資料編をご参照下さ

い）が、翻訳の観点から重要なものは、以下の３つです。 

 ①新規性（その発明が、公知の事実から、客観的に新しいこと） 

 ②進歩性（その発明が、上記した「公知の事実」から見て、意外性（ないし

は顕著な効果）があること） 

 ③記載不備（クレーム・明細書が、不充分／不適当でないこと） 

 

（３．２）「記載不備」について 

 ①上記した３つの「重要な特許要件」のうち、前２者（新規性／進歩性）は、

主には「和文明細書・クレーム」の問題です。 

 ②他方、「記載不備」は、翻訳にも関連する重要な問題です。 

 ③通常、英文明細書は、以下のプロセス（すなわち、「ステップａ」および

「ステップｂ」）を経て作成されます。 

 発明→（ステップａ）→和文明細書→（ステップｂ）→英文明細書 

 ④すなわち、「ステップａ」では、技術的思想（コンセプト）たる「発明」

を和文で文書化して、和文明細書を作成します。次いで、「ステップｂ」で、

その和文明細書を英訳して、英文明細書を作成します。 
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 ⑤上記の「記載不備」は、「ステップａ」のみならず、「ステップｂ」でも、

入り込む可能性があります（例えば、翻訳者の誤解、不注意等による誤訳によ

り）ため、翻訳時に特に注意が必要となります。 

 

＜本講座（後半）テキスト抜粋＞ 

 『ここでは、「化学分野の発明」に関する明細書を翻訳する際のポイントを

学びます。』 

 

５．「化学発明」翻訳の特徴 

（５．１）「化学」の動詞は極めて単純 

 ①化学分野における、動作／処理に関する操作は「極めて単純」であるため、

「動詞」に関しては、比較的に少数の「基本的な動詞」を、正確に使いこなせ

れば、通常は充分です。 

 ②これらの動詞の例は、例えば、以下のようなものです。 

  （ｉ）反応させる（react） 

  （ｉｉ）混合する（mix） 

  （ｉｉｉ）加熱する（heat） 

  （ｉｖ）蒸留する（distill） 

 

（５．２）「化学」の名詞は膨大 

 ①他方、化学における名詞は、膨大な数があります。 

 ②これらは、通常は、「化合物・物質」の名称です。 

 ③ただし、上記の「化合物・物質」の名称は、その９割以上が、極めて「系

統的」に命名されるため、その「規則」（クセ）を知れば、あとは類推で、か

なりの程度が理解できます。 

 ④よって、このような化学の名詞自体の英訳は、「機械翻訳」でも充分に使

用可能な場合が大部分です（該翻訳ソフトに付属の「専門語辞書」さえ利用す

れば）。 

 ⑤例えば、化学における「名称」は、以下のようなものがあります。 

 

 『メチルエチルケトン』（「ＭＥＫ」と略称される） 

       Ｃ２Ｈ５ 

       ｜ 

   ＣＨ３－Ｃ＝Ｏ 

 

 『ポリエチレン』（「ＰＥ」と略称される） 
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        （重合） 

 ＣＨ２＝ＣＨ２ →→ －（ＣＨ２－ＣＨ２）ｎ－  

 エチレン         ポリエチレン 

 

（５．３）化学名からの「機能」の類推 

 ①上記したように、化学名は、通常は「系統的」であるため、その膨大な「化

合物・物質」の名称から、化学専門家ならば、かなりの確率で大体の「機能」

を類推できます。 

 ②したがって、化学特許の翻訳者になるには、ある化合物名「Ａ」（和文）

が与えられたならば、化合物全体の体系（ヒエラルキー）における、化合物Ａ

の大体のポジション（すなわち、その上位概念・下位概念）、および大体の「性

質」や「機能」が（何となく、おぼろ気でも）類推できるならば、化学特許の

翻訳には充分でしょう。 

 ③例えば、化学名「アルコール」に関しては、これらの事項は、以下の通り

です。 

 ＜上位概念＞ 酸素原子を含む、有機化合物 

                    organic compound containing an oxygen atom 

          ↑ 

       アルコール （Ｒ－ＯＨ） alcohol 

          ↓ 

 ＜下位概念＞  エチルアルコール（Ｃ２Ｈ５－ＯＨ）  

         ethyl alcohol (ethanol；エタノールとも言う) 

 

＊性質・機能：アルコールは、一般的に刺激臭あり。水と親和性があるので、

各種溶媒として使用される。 

 

＜参考＞上位概念（大きい方の集合）・下位概念（小さい方の集合） 

＜上位概念＞ 生物 

        ↑ 

       ＜動物＞ 

        ↓ 

＜下位概念＞ 人間 

 

 


